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3日・文化の日　23日勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2020（令和2年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

ダイレクト納付　e-Tax（国税電子申告・納税システム）により申告書等を提出後、納
税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付
する手続き。預貯金口座ごとに「ダイレクト納付利用届出書」を提出すれば、税目別に
異なる預貯金口座で納付も可能です。令和元年度は約 154 万件の利用がありました。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月16日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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11 月号─2

　
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
は
前

日
の
終
業
時
刻
と
翌
日
の
始
業
時
刻

の
間
に
一
定
時
間
の
休
息
を
確
保
す

る
こ
と
を
い
い
、
平
成
三
十
一
年
四

月
よ
り
、
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し

て
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
が
事
業
主
の
努
力
義
務

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
労
働
時
間
等
設

定
改
善
法
の
改
正
）。

　

今
回
は
こ
の
制
度
の
導
入
・
運
用

の
ポ
イ
ン
ト
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
制
度
概
要

㈠　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
は
、

勤
務
終
了
後
か
ら
一
定
時
間
以
上
の

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
設
け
る
こ
と

で
、
従
業
員
の
生
活
時
間
や
睡
眠
時

間
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
（
労

働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

に
お
い
て
は
、「
労
働
者
の
生
活
時

間
や
睡
眠
時
間
を
確
保
し
、
労
働
者

の
健
康
の
保
持
や
仕
事
と
生
活
の
調

和
を
図
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
当
該
一
定
時
間
を
設
定
す
る

に
際
し
て
は
、
労
働
者
の
通
勤
時

間
、
交
替
制
勤
務
等
の
勤
務
形
態
や

勤
務
実
態
等
を
十
分
に
考
慮
し
、
仕

事
と
生
活
の
両
立
が
可
能
な
実
効
性

あ
る
休
息
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈡　

導
入
例

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
例

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

前
提
条
件
と
し
て
、
労
働
時
間
は

九
時
か
ら
一
八
時
ま
で
の
八
時
間

（
途
中
に
一
時
間
の
休
憩
）、
イ
ン
タ

ー
バ
ル
時
間
は
一
一
時
間
と
し
た
事

業
所
の
例
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

①　

残
業
時
間
を
制
限

　

翌
日
の
始
業
時
刻
（
九
時
）
ま
で

の
間
に
一
一
時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
残
業
時
間

の
上
限
を
二
二
時
ま
で
と
設
定
し
、

二
二
時
に
は
業
務
を
終
え
ま
す
。

②　

翌
日
の
始
業
時
刻
を
調
整

　

①
の
よ
う
な
残
業
時
間
の
上
限
は

定
め
ず
前
日
の
勤
務
終
了
後
に
一
一

時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保

し
始
業
時
刻
を
後
ろ
倒
し
に
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
二
三
時
に
業
務
を
終
え

た
場
合
は
、
そ
の
時
点
か
ら
一
一
時

間
の
休
息
を
設
け
、
翌
日
の
始
業
時

刻
を
一
〇
時
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
類
似
の
運
用
例
と
し
て
、

始
業
は
当
初
の
時
刻
（
九
時
）
の
ま

ま
と
し
つ
つ
、
九
時
か
ら
一
〇
時
ま

で
を
「
働
い
た
も
の
と
み
な
す
」
こ

と
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確

保
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

㈢　

効
果

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導

入
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
、

次
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

①　

従
業
員
の
健
康
の
維
持
・
向
上

　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
が
短
く
な
る

に
つ
れ
て
ス
ト
レ
ス
反
応
が
高
く
な

る
こ
と
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
が

一
二
時
間
を
下
回
る
と
起
床
時
疲
労

感
が
残
る
こ
と
が
調
査
に
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省

「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
導

入
・
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
よ
り
）。

ま
た
、
看
護
師
を
対
象
と
し
た
調
査

で
は
、
前
月
の
夜
勤
の
有
無
よ
り

も
、
一
一
時
間
未
満
の
イ
ン
タ
ー
バ

ル
時
間
の
有
無
が
翌
月
の
病
気
休
暇

日
数
に
影
響
し
て
お
り
、
制
度
導
入

に
よ
る
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保

が
、
従
業
員
の
健
康
の
維
持
・
向
上

に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま

す
（
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
）。

②　

従
業
員
の
確
保
・
定
着

　

日
々
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確

保
に
よ
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
職
場
は
従
業
員
に
と
っ
て

働
き
や
す
く
魅
力
的
な
職
場
で
あ
る

と
言
え
、
十
分
な
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時

間
の
確
保
は
人
材
の
確
保
・
定
着
に

大
き
く
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

③　

生
産
性
の
向
上

　

制
度
導
入
に
よ
り
、従
業
員
は「
仕

事
に
集
中
す
る
時
間
」
と
「
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
に
集
中
す
る
時
間
」
の
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
仕
事
へ
の
集
中
度
が
高
ま

る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
こ
れ
が

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
水
準
の
向

上
や
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
　
導
入
・
運
用

　

事
業
主
が
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

制
度
を
導
入
・
運
用
す
る
た
め
の
具

体
的
な
取
組
は
、
労
使
の
話
し
合
い

勤務間
インターバル
制度の
導入と運用
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を
土
台
と
し
、
次
の
四
つ
の
段
階
を

踏
ま
え
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

労
使
間
の
話
し
合
い
の
場
と
し
て

は
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
・
協
議
の

ほ
か
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員

会
・
労
働
時
間
等
設
定
改
善
企
業
委

員
会
や
安
全
衛
生
委
員
会
等
が
あ
り

ま
す
。

㈠　

導
入
の
検
討

　

導
入
の
検
討
段
階
で
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
行
い
ま
す
。

・　

制
度
導
入
に
向
け
た
具
体
的
な

検
討
を
始
め
る
前
に
、
労
働
時
間

等
に
関
わ
る
現
状
把
握
と
課
題
抽

出
。

・　

制
度
導
入
が
経
営
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
を
確
認

し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
導
入
目

的
を
設
定
。

・　

経
営
層
が
制
度
の
実
施
に
つ
い

て
約
束
し
責
任
を
持
つ
姿
勢
を
明

確
に
す
る
。

㈡　

設
計

　

次
の
七
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
、

具
体
的
に
制
度
を
設
計
し
ま
す
。
そ

の
後
、
就
業
規
則
の
改
訂
な
ど
制
度

の
根
拠
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

・　

適
用
対
象
の
設
定

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
数
の
設
定

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
翌
日
の
所
定

勤
務
開
始
時
刻
を
超
え
て
し
ま
う

場
合
の
取
扱
い
の
設
定

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
で

き
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー

ス
の
設
定

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保
に

関
す
る
手
続
き
の
検
討

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
で

き
な
か
っ
た
場
合
の
対
応
方
法
の

検
討

・　

労
働
時
間
管
理
方
法
の
見
直
し

㈢　

導
入
と
運
用

　

導
入
と
運
用
の
際
は
、
次
の
こ
と

を
行
い
ま
す
。

・　

管
理
職
や
従
業
員
に
、
制
度
導

入
の
意
義
や
制
度
内
容
等
を
周
知

し
ま
す
。

・　

顧
客
や
取
引
先
へ
、
制
度
を
導

入
し
た
こ
と
や
制
度
内
容
を
説
明

し
ま
す
。

・　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
し

や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

㈣　

見
直
し

・　

制
度
導
入
か
ら
一
定
期
間
経
過

後
、
制
度
の
効
果
検
証
、
課
題
等

の
洗
い
出
し
を
行
い
ま
す
。

・　

課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合

に
は
、
制
度
内
容
・
運
用
方
法
の

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

三
　
成
功
の
ポ
イ
ン
ト

　

導
入
・
運
用
を
成
功
さ
せ
る
た
め

の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
三
点
で
す
。

㈠　

本
格
導
入
前
の
試
行
運
用

　

本
格
導
入
前
に
試
行
期
間
を
設
け

る
こ
と
が
有
効
で
す
。

　

試
行
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時

間
数
や
申
請
手
続
き
等
の
制
度
内
容

の
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ

て
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
働

き
方
や
仕
事
の
進
め
方
に
合
っ
た
制

度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
導
入
後
に
留
意
す
べ
き
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
把
握
で
き
る
た
め
、

円
滑
な
運
用
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

㈡　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保
に

向
け
た
職
場
風
土
を
醸
成

　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
十
分
に
確

保
す
る
た
め
に
は
、
時
間
外
労
働
を

減
ら
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
無
駄
な

作
業
を
洗
い
出
し
、
仕
事
の
進
め
方

を
見
直
す
等
、
効
率
化
を
図
り
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
特
定
の
従
業
員
に
仕

事
の
負
荷
が
か
か
っ
て
い
な
い
か
等

を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
仕
事
配

分
を
見
直
す
こ
と
も
重
要
で
す
。

㈢　

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
把
握
・

管
理
に
向
け
た
仕
組
を
導
入

　

タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
に
よ
る
記
録
、

パ
ソ
コ
ン
の
ロ
グ
イ
ン
・
ロ
グ
ア
ウ

ト
の
時
刻
と
い
っ
た
客
観
的
な
方
法

で
勤
務
開
始
・
終
了
時
刻
を
把
握
す

る
こ
と
に
加
え
、
勤
務
終
了
時
刻
か

ら
翌
日
の
勤
務
開
始
時
刻
ま
で
に
ど

れ
だ
け
の
時
間
を
確
保
で
き
て
い
る

か
が
一
目
で
わ
か
る
（
自
動
計
算
さ

れ
る
）
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導

入
・
改
修
、
一
定
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
間
を
確
保
で
き
て
い
な
い
従
業
員

が
い
る
場
合
、
上
長
等
に
自
動
通
知

さ
れ
る
仕
組
み
な
ど
の
導
入
が
有
効

で
し
ょ
う
。

四
　
助
成
金
の
活
用

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
に

取
り
組
む
中
小
企
業
事
業
主
を
支
援

す
る
た
め
の
助
成
金
と
し
て
、「
働

き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金
」
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
コ
ー
ス
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す（
厚
生
労
働
省
）。

　

労
務
管
理
担
当
者
へ
の
研
修
な
ど

支
給
対
象
と
な
る
取
組
を
実
施
し
、

所
定
の
成
果
目
標
を
達
成
し
た
と
き

に
、
実
施
に
要
し
た
経
費
の
一
部
が

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
や
書
類
の
提
出
窓
口

は
、
都
道
府
県
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
部
（
室
）
で
す
。



11 月号─4

　いよいよ来年4月から、中小企業におい
ても正社員と非正規雇用労働者との間の不
合理な待遇差が禁止されます（大企業は今
年4月より施行）。
　改正のポイントは、次の3点です。
⑴　不合理な待遇差の禁止
　同一企業内において、正社員（無期雇用
フルタイム労働者）とパートタイム労働者・
有期雇用労働者との間で、基本給や賞与な
どあらゆる待遇について不合理な待遇差を
設けることが禁止されます。裁判の際に判
断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規
定」が法律で整備され、ガイドライン（指針）
において、どのような待遇差が不合理に当
たるか等が例示されています。
⑵　労働者に対する待遇に関する説明義務
の強化

　パートタイム労働者・有期雇用労働者は、

正社員との待遇差の内容や理由などについ
て、事業主に説明を求めることができるよ
うになります。事業主は、パートタイム労
働者・有期雇用労働者から求めがあった場
合は、説明をしなければなりません。
⑶　裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整
備等
　都道府県労働局において、無料・非公開
の紛争解決手続が行われます。
　「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関
する説明」についても、行政ADR（事業主
と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解
決する手続き）の対象となります。
　なお、厚生労働省がHP上に公開してい
る「パートタイム・有期雇用労働法等対応
状況チェックツール」では、自社の正社員
とパートタイム労働者・有期雇用労働者に
関する設問に回答することで、対応状況を
チェック結果ページで確認することや、診
断結果をPDFに出力することができます。
　同一労働同一賃金の対応を進めるにあた
りご活用ください。

中小企業における 
同一労働同一賃金対応

　今年10月1日より、「簡易企業型年金（簡
易型DC）」や「中小事業主掛金納付制度
（iDeCoプラス）」を実施可能な範囲が拡大
され、従業員規模300人以下（従来は100
人以下）の事業主が対象となりました。
1　簡易企業型年金（簡易型DC）
　中小企業向けに設立手続を簡素化した企
業型確定拠出年金です。通常の企業型年金
は、職種や年齢等による加入是非の判断が
可能とされ、拠出額については定額、定率、
定額＋定率のいずれかを選択できるのに対
し、簡易型DCは、職種や年齢等による加
入是非の判断が不可、拠出額は定額とする
などの特長があります。
2　中小事業主掛金納付制度（iDeCoプラス）
　企業年金の実施が困難な中小企業が個人
型確定拠出年金（iDeCo）に加入する従業
員の掛金に追加で事業主掛金を拠出するこ
とができる制度です。

簡易型DC・iDeCoプラスの
対象範囲拡大
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